
 

 

事業所名  ふれ華  

「指定（介護予防）特定施設入居者生活介護」重要事項説明書 

ふれあいの里 華
か

れん 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスを提

供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこと

を次の通り説明します。 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と

認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービ

スの利用は可能です。 
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１．施設経営法人 

（１）法人名        日総ふれあいケアサービス株式会社 

（２）法人所在地     札幌市白石区菊水元町 6条 1丁目 1番 27号 

（３）電話番号       011-598-7277 FAX 011-598-7278 

（４）代表者氏名     代表取締役 平 井 麻梨英 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（ 第０１７１３００４９４号） 



（５）設立年月       平成 24年 4月 17日 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定（介護予防）特定施設入居者生活介護 

平成 24年 7月 1日 指定 第 0171300494号 

（２）施設の目的    サービス付高齢者向け住宅 

（３）施設の名称    ふれあいの里 華れん 

（４）施設の所在地  北広島市虹ヶ丘 7丁目 2-3 

（５）電話番号      TEL 011-375-5602  FAX 011-375-5604 

（６）管理者氏名   稲田 昌代（施設長）  

（７）当施設の運営方針 運営規程に定める。 

（８）開設年月      平成 20年 10月 1日 

（９）入居定員      50人 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

当施設では以下の居室をご用意しています。入居される居室は、全て個室になっ

ております。各居室は、ご契約者の心身状況及びあき状況を考慮し決定若しくは変

更する場合があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するもの

とします｡ 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） 50室 居室内トイレ 洗面台 照明器具 

共用トイレ 3室 車椅子使用可能、1階～3階 

    

    

合  計 50室  

一時介護室 なし 各自居室を使用 

食 堂 3室  

多目的室 3室 各階 1室 

 相談室      1室 1階 

 健康管理室 1室 1階 

 洗濯室 4室 1階 1室、2階 2室、3階 1室 

浴室 4室 大浴室 1 個浴 3室 

      

 

 

 

 

 

 



 

４．職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して指定（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスを

提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 常勤換算 指定基準 

１． 施設長 1名 1名 

２． 介護職員 16名 15名 

３． 生活相談員 1名 1名 

４． 看護職員 3名 2名 

５． 機能訓練指導員 1名 1名 

６． 計画作成担当者 1名 1名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。

（例）週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、

1 名（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤 務 体 制 

１． 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早番：7：00 ～ 16：00  2名 

日勤：9：00 ～ 18：00  3名 

遅番：11：00 ～ 20：00  1名 

夜勤：16：30 ～ 翌 10：00   2名 

２． 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中：9：00 ～ 18：00  2名 

 

３． 機能訓練指導員 看護職兼務 

    ※法定基準の範囲で上記は変動することがあります。 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、下記の場合があります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照） 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常 9割）が介護保険から給付さ

れます。  



<サービスの概要>   

 ①入浴 

・入浴又は清拭を週２回行います。  

②排泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

③機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るの      

に必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

④その他自立への支援 

・契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則と       

しています。 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

・ご契約者の心身の状況に応じて、状況把握・生活相談を行います。 

 

 

 

<サービス利用料金（1日あたり）>（契約書第 7条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（下記サービスの利用料金は、

ご契約者の要介護度に応じて異なります。）※2割負担の方は表記の金額の 2倍になりま

す。3割負担の方は表記の金額の 3倍になります。 

１．ご契約者

の要介護

度とサー

ビス利用

料金   

要支援１ 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

 

 

1,830円 

 

 

3,130円 

 

 

5,420円 

 

 

6,090円 

 

 

6,790円 

 

 

7,440円 

 

 

8,130円 

２．うち、介

護保険か

ら給付さ

れる金額 

 

 

1,647円 

 

 

2,817円 

 

 

4,878円 

 

  

 

5,481円 

 

 

6,111円 

 

 

6,696円 

 

 

7,317円 

３．サービス

利用に係

る自己負

担額 

  

 

183円 

 

 

 

313円 

 

 

542円 

  

 

609円 

 

 

679円 

 

 

744円 

 

 

813円 

 

 

 



加 算（規定の人員配置、体制を満たしｻｰﾋﾞｽを行なった場合により加算されます）。 

※2割負担の方は表記の金額の 2倍になります。3割負担の方は表記の金額の 3倍にな

ります。 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 

（1日につき） 
ｻｰﾋﾞｽ料金 

１２０円 

介護保険給付額 

 １０８円 

自己負担額 

１２円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

（1か月につき） 
ｻｰﾋﾞｽ料金 

２００円 

介護保険給付額 

 １８０円 

自己負担額 

２０円 

夜間看護体制加算

（Ⅱ）（1日につき）

※１ 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

９０円 

介護保険給付額 

  ８１円 

自己負担額 

 ９円 

介護職員等処遇改善

加算（Ⅰロ）（1か月に

つき） 

サービス料金 

介護職員等の処遇改善として、

介護報酬に 15.9％を乗じた額。 

介護保険給付額 

左記サービス料金

の 9割 

自己負担額 

左記サービス料

金の 1割 

介護職員等処遇改善

加算（Ⅱロ）（1か月に

つき） 

サービス料金 

介護職員等の処遇改善として、

介護報酬に 15.3％を乗じた額。 

介護保険給付額 

左記サービス料金

の 9割 

自己負担額 

左記サービス料

金の 1割 
サービス提供体制強化 

加算（Ⅰ） 

（１日につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

２２０円 

介護保険給付額 

 １９８円 

自己負担額 

２２円 
サービス提供体制強化 

加算（Ⅱ） 

（１日につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

１８０円 

介護保険給付額 

 １６２円 

自己負担額 

１８円 
サービス提供体制強化 

加算（Ⅲ） 

（１日につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

６０円 

介護保険給付額 

  ５４円 

自己負担額 

６円 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

３０円 

介護保険給付額 

  ２７円 

自己負担額 

３円 

認知症専門ケア加算

（Ⅱ） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

４０円 

介護保険給付額 

  ３６円 

自己負担額 

４円 
若年性認知症         

入居者受入加算         

（1日につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

１，２００円 

介護保険給付額

１，０８０円 

自己負担額 

１２０円 

口腔・栄養スクリーニン

グ加算（1回につき・6

月に 1回を限度） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

２００円 

介護保険給付額 

 １８０円 

自己負担額 

 ２０円 

科学的介護推進体制加

算（１か月につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

４００円 

介護保険給付額 

 ３６０円 

自己負担額 

 ４０円 

ＡＤＬ維持加算（Ⅰ） 

（1か月につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

３００円 

介護保険給付額 

 ２７０円 

自己負担額 

 ３０円 

ＡＤＬ維持加算（Ⅱ） 

（1か月につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

６００円 

介護保険給付額 

 ５４０円 

自己負担額 

 ６０円 

生活機能向上連携加算

（Ⅰ）（1か月につき・3

月に 1回を限度）                    

ｻｰﾋﾞｽ料金 

１，０００円 

介護保険給付額 

 ９００円 

自己負担額 

１００円 

生活機能向上連携加算 

（Ⅱ）（1か月につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

２，０００円 

介護保険給付額 

１，８００円 

自己負担額 

２００円 



生産性向上推進体制加

算（Ⅱ） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

１００円 

介護保険給付額 

９０円 
自己負担額 

１０円 

協力医療機関連携加算

（１）（1か月につき） 
ｻｰﾋﾞｽ料金 

１，０００円 
介護保険給付額 

９００円 
自己負担額 

１００円 

協力医療機関連携加算

（２）（1か月につき） 
ｻｰﾋﾞｽ料金 

４００円 
介護保険給付額 

３６０円 
自己負担額 

４０円 

退居時情報提供加算 

（1回につき） 
ｻｰﾋﾞｽ料金 

２，５００円 
介護保険給付額 

２，２５０円 
自己負担額 

２５０円 

退院・退所時連携加算 

（１日につき） 

サービス料金 

３００円 

（入居・再入居から 30日以内に限る） 

介護保険給付額 

 ２７０円 

自己負担額 

 ３０円 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅱ） 

（1か月につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

 ５０円 
介護保険給付額 

４５円 

自己負担額 

  ５円 

新興感染症等施設療養

費 

（1日につき） 

ｻｰﾋﾞｽ料金 

２，４００円 

介護保険給付額 

２，１６０円 

自己負担額 

２４０円 

  ※１ 介護予防特定施設入居者生活介護には、夜間看護体制加算はありません。 

  ※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者 

の負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 7条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<外部サービスの概要と利用料金例>  

 

① 理髪・美容 

［理美容サービス］ 

  理美容師の出張による美容・理髪サービス（調髪、顔剃、パーマ、洗髪）をご利

用いただけます。 

 利用料金：実費をいただきます。 

 

②レクリエーション、クラブ活動  

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことが

できます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 

③複写物（コピー）の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を

必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

1枚につき   10円 



  

④日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用を、負担いただきます。 

個人の嗜好品、医療機関の受診料など。 

 

⑤その他費用負担 

別表 1「その他費用負担」のとおりとする。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 7条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求いたします。原則翌々 

月 5日までに、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（1か月に満たない期間のサー

ビスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

 

支払方法 

 

 

自動振替 

 

令和  年  月  日より自動振替開始 

自動振替開始までの期間、賃料・その他の料金は振込とし

ます。 

振 込 

 

 

振込先金融機関名：北洋銀行 豊平支店 

預     金 ：普 通 

口 座 番 号 ：３２２４８９９ 

口 座 名 義 ：日総ふれあいケアサービス株式会社 

 

※振込者名の前に「華れん」とご記入ください。 

 例⇒ 華れん 山田 太郎 

※振込手数料は振込者様のご負担となります。 

 

振替日 
指定口座が銀行の方は、当月分を翌々月 5日 

指定口座がゆうちょ銀行の方は、当月分を翌月の 27日 

 

（４）介護の場所（契約書第 6条参照） 

ご契約者にとって適切なサービスを提供するために必要な場合には、ご契約者に対し 

て、その居室において、サービスを提供します。 

 

（５）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や 

入院治療を受けることができます。（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療



を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づける

ものでもありません。） 

 

①協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人社団 翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル 

所在地 札幌市厚別区厚別東 4条 2丁目 1番 30号 

診療科 内科､外科､消化器科､脳神経外科､放射線科､麻酔科､人工腎臓(透析) 

 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 医療法人社団 桜愛会 きこ歯科 

所在地 札幌市中央区南 7条西 15丁目 2-3 マウントビュー715 3階 

診療科 歯科 

 

６．苦情の受付について（契約書第 19条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口《事 業 所》生活相談員・管理者 

       《運営法人》日総ふれあいケアサービス㈱苦情受付担当者  

             電話番号 011-598-7277 FAX 011-598-7278 

○受付時間  《事 業 所》毎週月曜日～日曜日  9：00～18：00 

       《運営法人》毎週月曜日～金曜日  9：00～17：30 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

北広島市 

高齢者支援課 

所在地  北広島市中央 4丁目 2番地 1 

電話番号 (代表)011-372-3311 

受付時間 9：00～17：00 

国民健康保険団体連合会 

所在地  札幌市中央区南 2条西 14丁目 国保会館 

電話番号 011-231-5175 ＦＡＸ 011-233-2178 

受付時間 9：00～17：00 

北海道保健福祉部 

福祉局介護保険課 

保険運営ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

所在地  札幌市中央区北 3条西 6丁目 

電話番号 011-231-4111 ＦＡＸ 011-232-1097 

     内線 25-911 25-922 

受付時間 9：00～17：00 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

指定（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基

づき重要事項の説明を行いました。 

 

  

 

説明者職名                            氏名             印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定（介護予防）特定施

設入居者生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

ご契約者様               印 

 

代筆者                          

（上記ご契約者様欄に代筆された場合のみ記入） 

 

 

 

連帯保証人               印 

  （ご契約者様とのご関係：       ） 

 

 

 

身元引受人               印 

（ご契約者様とのご関係：       ） 

 



＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造       鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 3階 耐火建築物 

（２）建物の延べ床面積   2.202.50㎡ 

（４）施設の周辺環境     ＪＲ上野幌駅（徒歩 10分） 

 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

管理者 ご契約者の日常生活上全般の管理を行います。  

計画作成担当者 ご契約者の特定施設サ-ビス計画書（ケアプラン）を作成し、日常生 

活上全般を支援させて頂きます。 

介護職員 ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行いま 

す。3名の要介護者・10名の要支援者に対して 1名の介護職員を配置していま

す。 

生活相談員 ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

看護職員 主にご契約者の健康管理や療養上のケアを行いますが、日常生活上の介護、 

介助等も行います。 

機能訓練指導員  ご契約者の機能訓練を担当します。 

  

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後作成

する「（介護予防）特定施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢特定施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契

約書第 3条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その担当者は特定施設サービス計画の原案について、ご契約者及びそ

の家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

 

③特定施設サービス計画は、3 か月に 1 回（※要介護認定有効期間）、も

しくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかど

うかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と

協議して、特定施設サービス計画を変更いたします。  

④特定施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面

を交付し、その内容を確認していただきます。 

①当施設の介護支援専門員等に特定施設サービス計画の原案作成やその

ために必要な調査等の業務を担当させます。  



４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 9条、第 10条参照） 

当施設では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と

連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要

介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとと

もに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急や

むを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を

拘束する場合があります。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって

知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に

漏洩しません。（守秘義務） 

  ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に

ご契約者の心身等の情報を提供いたします。 

 

５．損害賠償について（契約書第 11条、第 12条参照） 

当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速

やかにその損害を賠償いたします。ただし、その損害の発生について、契約者に故意又

は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認めら

れる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 

６．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日からご契約者の要介護認定の有効期間満了日までで

すが、契約期間満了の 30日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、

契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。契約期間中は、以下のような

事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。（契約書第 14条参照） 

①ご契約者が死亡した場合 

②施設への入居契約が終了した場合 

③事業者が破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能

になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照

下さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください。） 



⑧事業者またはご契約者・署名代行者・身元引受人・連帯保証人のいずれかが、第 23

条の確約に反する事実が判明した場合 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 15条、第 16条参照） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者から入居契約を解約することができます。そ

の場合には、契約終了を希望する日の 30日前までに解約届出書をご提出ください。た

だし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める（介護予

防）特定施設入居者生活介護サービスを実施しない場合 

③事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

④事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合 

⑤他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つ

ける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

⑥契約書第 25 条（反社会的勢力の排除の確認）の確約に反する事実が判明し

た場合、又は事業者が反社会的勢力に該当した場合 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 17条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しが

たい重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期

間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしく

は他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行

為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ

た場合 

④契約書第 25 条（反社会的勢力の排除の確認）の確約に反する事実が判明し

た場合、又は契約者が反社会的勢力に該当した場合 

  

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 14条参照） 

  契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を 

勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

 

 

 



７．別表 1「その他費用負担」 

食    事 
1日のうち、1食利用 766円、2食利用 1,134円、 

3食利用 1,400円 
日額 1,400円                 

買い物代行 買い物にかかる費用（週 1回指定店に限る） 実費 

洗  濯 

自分で洗濯を行う方の洗濯機使用料の費用 
1か月 477円 

※別途消費税 

施設に洗濯を依頼する方の費用 
1か月 953円 

※別途消費税 

役所手続きの 

代行 
介護保険手続き以外の代行可能な申請等の費用 

1回 1,000円 

※別途消費税 

通院同行介助 

協力病院 ※交通費（実費）      無料 

協力病院外 ※交通費（実費） 

1時間 1,000円 

1時間を過ぎた

場合 15分事に

250円加算 

※別途消費税 

訪問診療・往診 内科・皮膚科・歯科等の訪問診療にかかる費用 実費 

定期健康診断 年２回実施 実費 

入退院同行 

協力病院 ※交通費（実費） 無料 

協力病院外 ※交通費（実費） 

1時間 1,000円 

1時間を過ぎた

場合 15分事に

250円加算 

※別途消費税 

寝  具 寝具一式 
1か月 1,715円 

※別途消費税 

リネンレンタル シーツ・包布・枕カバー・タオルケット 
1か月 1,429円 

※別途消費税 

訪問理美容 カット・顔剃り・パーマ・毛染め等 実費 

寝具交換 
ケアプランで定めたサービス回数以上又は 

定期交換以外の交換について 

1回 500円 

※別途消費税 

紙おむつ  実費 

その他日常生活品  実費 

居室ごみの排出 北広島市指定ごみ袋 実費 

 



 

北広島市指定ごみ袋 

●「燃やせるごみ・燃やせないごみ・危険ごみ用」 

燃やせるごみ 

燃やせないごみ 

危険ごみ   （緑） 

価    格 

1枚 1組（10枚） 

5ℓ 袋 15円 150円 

10ℓ 袋 30円 300円 

20ℓ 袋 60円 600円 

40ℓ 袋 120円 1,200円 

 

●「生ごみ用」 

生ごみ用（黄） 

 

価    格 

1枚 1組（10枚） 

1.5ℓ 袋 3円 30円 

3ℓ 袋 6円 60円 

5ℓ 袋 10円 100円 

10ℓ 袋 20円 200円 

 

 

●「粗大ごみ用」 

粗大ごみの処理券  価  格 

 粗大ごみ処理券 1枚 120円 

 粗大ごみ処理券 1枚 300円 

         粗大ごみ処理券 1枚 600円 

         粗大ごみ処理券 1枚 900円 

         粗大ごみ処理券 1枚 1,200円 

※粗大ごみは内容により処理費用が異なります。 

※粗大ごみを出す際は、事前に粗大ごみコールセンター（フリーダイヤル 0120-980-530） 

への申し込みが必要です。粗大ごみ回収日・排出場所・処理費用を確認のうえ、必 

要な金額の処理券を購入して貼ってください。 

 

 

 

 

 

 



８．施設利用にあたっての留意事項 

居室・設備・器具の利

用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用願いま

す。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償して頂く場

合があります。 

迷惑行為等 
騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみ

に他の入居者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

所持品の管理 自己管理して頂きます。 

現金等の管理 

現金等は原則利用者ご本人またはご家族に管理して頂きますが、

5,000円を超える多額の現金等の持ち込みはご遠慮願います。施設に

おける紛失・盗難・その他金銭トラブルについては、当施設は一切の

責任を負いかねます。 

なお、自己管理が困難な方もしくは特別な事情がある方の通院・日用

品費等の為の少額の金銭については、施設として一時立替をさせて頂

き、当月の請求書に詳細を明記し、利用料と併せてお支払い頂きます。 

宗教活動・政治活動 
施設内で他の入居者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮願い

ます。 

ペットの飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はご遠慮願います。 

ＮＨＫとのお手続き 

居室にＴＶを設置する際は、ご自身でＮＨＫとの放送受信契約の手続

きが必要です。 
【お問合せ先】 

ＮＨＫふれあいセンター（フリーダイヤル）０１２０－１５１５１５ 

受信料に関する問合せ （ナビダイヤル） ０５７０－０７７－０７７ 

 

※上記の記載内容は令和４年８月１日より改定し運用する。 

※上記の記載内容は令和４年１０月１日より改定し運用する。 

※上記の記載内容は令和５年８月１日より改定し運用する。 

※上記の記載内容は令和６年４月１日より改定し運用する。 

※上記の記載内容は令和６年６月１日より改定し運用する。 

※上記の記載内容は令和６年１２月１日より改定し運用する。 

※上記の記載内容は令和８年６月１日より改定し運用する。 

 

 

 


